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・
家
族
な
ど
が
下
痢
、
お
う
吐
を
し
た
時
は
、

感
染
し
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
す
る
。

●
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
こ
れ
か
ら
本
番

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
は
九
月
～

十
月
か
ら
発
生
し
は
じ
め
、
十
二
月
～
一
月

に
多
発
時
期
を
迎
え
ま
す
（
図
３
）。
こ
れ

か
ら
が
、
警
戒
す
べ
き
時
期
と
な
り
ま
す
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

す
る
こ
と
と
し
、
当
協
会
は
こ
の
事
業
を
実

施
す
る
に
あ
た
り
、
食
品
衛
生
自
治
指
導
員

に
協
力
を
仰
ぐ
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

六
月
二
十
五
日
に
は
食
品
衛
生
自
治
指
導

員
部
長
会
を
開
催
し
、
調
査
の
目
的
及
び
実

施
方
法
を
ご
説
明
し
て
協
力
依
頼
を
行
い
ま

し
た
。

　

調
査
の
主
体
と
な
る
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
検
便

は
、
本
年
十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
三
ヶ
月

間
で
、
各
月
の
月
初
及
び
月
中
の
二
回
で
合

計
六
回
に
わ
た
り
各
回
五
十
名
を
対
象
と
し

て
実
施
し
ま
す
。
具
体
的
な
日
程
は
表
を
御

覧
く
だ
さ
い
。

　

検
査
は
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
に
よ

り
実
施
し
ま
す
。

　

今
回
、
事
業
に
協
力
い
た
だ
く
自
治
指
導

員
の
皆
様
に
は
、
九
月
下
旬
に
検
便
の
検
査

キ
ッ
ト
を
送
付
い
た
し
ま
し
た
。

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
検
便
の
結
果
に
基
づ
き
、

喫
食
調
査
等
必
要
な
調
査
・
指
導
が
実
施
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
食
中
毒
が
多
発
す
る
中
、

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
を
保
有
す
る
者
を
積
極
的
に

検
索
し
、
そ
の
結
果
を
い
ち
早
く
情
報
提
供

す
る
こ
と
で
食
品
事
業
者
等
の
注
意
喚
起
を

図
る
こ
と
を
狙
っ
た
本
調
査
は
、
関
係
各
方

面
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
自
治
指
導
員
の
皆
様
に
は
食
中
毒

の
予
防
を
発
展
さ
せ
る
事
業
と
し
て
、
御
協

力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◎
検
便
実
施
日
（
提
出
日
）

十
月
二
日
（
水
）・
十
六
日
（
水
）

十
一
月
六
日
（
水
）・
二
十
日
（
水
）

十
二
月
四
日
（
水
）・
十
八
日
（
水
）

　

東
京
都
は
、
近
年
食
中
毒
事
故
の
第
一
位

を
占
め
る
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
食
中
毒
を
予
防
す

る
た
め
、「
無
症
状
病
原
体
保
有
者
調
査
散

発
患
者
発
生
動
向
調
査
」
に
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス

を
追
加
し
て
実
施
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

こ
の
調
査
は
、

①
月
旬
別
病
原
体
保
有
者
発
生
動
向
調
査

②
遺
伝
子
群
別
病
原
体
保
有
者
発
生
動
向
調

査③
行
動
等
調
査
結
果
か
ら
病
原
体
保
有
者
の

共
通
性
調
査

④
喫
食
調
査
結
果
か
ら
病
原
体
保
有
者
の
共

通
性
調
査

⑤
陽
性
者
の
継
続
的
な
調
査
結
果
か
ら
体
内

に
お
け
る
病
原
体
の
消
長
調
査

な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
、
こ
の
調
査
結
果
に
都

内
の
感
染
症
発
生
動
向
調
査
結
果
や
食
中
毒

の
発
生
状
況
等
を
加
え
て
、
総
合
的
な
解
析

を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

東
京
都
は
、
こ
の
調
査
を
当
協
会
に
委
託

●
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
の
原
因
施
設

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
の
原
因
施

設
と
し
て
は
、
一
般
の
飲
食
店
、
す
し
店
、

仕
出
し
、
弁
当
、
旅
館
・
ホ
テ
ル
、
集
団
給

食
施
設
等
な
ど
多
岐
に
渡
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
様
々
な
施
設
で
発
生
し
て
お
り
、

食
中
毒
の
予
防
が
難
し
い
病
因
物
質
と
い
え

ま
す
。

●
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
の
防
止
法

①
調
理
従
事
者
か
ら
の
汚
染
を
防
止

　

手
洗
い
を
十
分
に
行
う
こ
と
。
石
け
ん
を

用
い
て
よ
く
こ
す
り
洗
い
を
し
た
後
、
水
で

十
分
に
洗
い
流
し
ウ
イ
ル
ス
を
落
と
す
こ
と
。

・
お
う
吐
、
下
痢
等
の
症
状
の
あ
る
調
理
従

事
者
は
食
品
に
直
接
触
れ
る
作
業
に
は
従
事

し
な
い
こ
と
。

・
食
品
の
盛
り
付
け
作
業
時
に
は
、
使
い
捨

て
手
袋
を
使
用
す
る
こ
と
。

②
食
材
由
来
の
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
を
殺
菌

　

二
枚
貝
（
カ
キ
、ア
サ
リ
、シ
ジ
ミ
等
）
は
、

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
を
蓄
積
し
て
い
る
こ
と
が
あ

る
の
で
、
二
枚
貝
の
調
理
は
中
心
部
ま
で
十

分
に
加
熱
す
る
。

③
調
理
器
具
等
か
ら
の
汚
染
を
防
止

　

二
枚
貝
の
調
理
に
使
用
し
た
調
理
器
具
、

シ
ン
ク
等
は
十
分
に
洗
浄
し
、
熱
湯
で
十
分

に
加
熱
殺
菌
す
る
か
二
百
ｐ
ｐ
ｍ
の
次
亜
塩

素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
で
消
毒
し
て
か
ら
他
の
食

品
の
調
理
に
使
用
す
る
。

●
調
理
従
事
者
自
身
が
感
染
し
な
い
た
め
に

・
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
期
の
食
器
洗
浄
の

際
は
、
手
袋
等
を
使
用
し
て
食
べ
残
し
に
直

接
触
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。

・
お
う
吐
物
で
食
器
類
が
汚
染
さ
れ
た
場
合

は
、
調
理
場
外
で
消
毒
し
て
か
ら
調
理
場
へ

戻
す
よ
う
に
す
る
。

・
食
生
活
で
は
、
二
枚
貝
の
生
食
に
注
意
し
、

外
出
後
や
ト
イ
レ
の
後
の
手
洗
い
を
徹
底
す

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の
発
生
状
況
は
、
事
件
数
で

五
十
九
件
（
約
四
十
一
％
）、
患
者
数
で
は

千
五
百
四
十
五
人
（
約
七
十
三
％
）
で
し
た

（
図
１
）。
平
成
二
十
三
年
と
比
較
し
て
、
事

件
数
で
十
件
、
患
者
数
で
七
百
四
十
三
人
増

加
し
ま
し
た
。

●
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
食
中
毒
の
原
因
は
、
従
事

者
由
来
と
二
枚
貝
の
生
食

　

平
成
二
十
四
年
に
東
京
都
内
で
発
生
し
た

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
食
中
毒
、
従
事
者
由
来
と
二

枚
貝
の
関
与
が
疑
わ
れ
る
事
例
で
比
較
す
る

と
、
約
七
十
二
％
が
従
事
者
由
来
で
、
約

二
十
五
％
が
二
枚
貝
関
与
事
例
で
し
た
（
図

２
）。

　

ま
た
、
調
理
従
事
者
が
無
症
状
の
場
合
が

約
五
十
％
で
あ
り
、
事
前
に
お
う
吐
、
下
痢

等
の
症
状
が
あ
っ
た
場
合
が
約
二
十
二
％
あ

り
ま
し
た
。

●
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
の
原
因

食
品

　

平
成
二
十
四
年
に
都
内
で
発
生
し
た
食
中

毒
で
、二
枚
貝
（
カ
キ
）
が
原
因
食
品
と
な
っ

た
事
例
が
十
一
件
あ
り
ま
し
た
。

　

二
枚
貝
の
ケ
ー
ス
は
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
を

蓄
積
し
た
二
枚
貝
を
生
食
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
発
生
し
て
い
ま
す
。
二
枚
貝
は
大
量
の
海

水
と
と
も
に
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
等
の
エ
サ
を
取

り
込
み
ま
す
が
、
そ
の
時
に
ウ
イ
ル
ス
も
取

り
込
み
濃
縮
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
を
取
り
込
ん
だ

二
枚
貝
を
生
や
加
熱
不
足
で
食
べ
る
と
食
中

毒
に
な
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。

　

二
枚
貝
以
外
で
は
、
は
っ
き
り
原
因
食
品

が
特
定
で
き
た
ケ
ー
ス
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
れ
は
、
食
品
か
ら
ノ
ロ
ウ
イ
ル

ス
を
直
接
検
出
す
る
こ
と
が
難
し
い
か
ら
で

す
。
し
か
し
、
食
中
毒
事
件
を
調
査
し
て
い

く
と
、
多
く
の
事
例
で
調
理
従
事
者
か
ら
患

者
と
同
じ
タ
イ
プ
の
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
が
検
出

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
調
理
従
事
者
が
ノ
ロ
ウ
イ

ル
ス
に
感
染
し
、
手
洗
い
が
不
十
分
で
食
品

を
汚
染
し
、
そ
れ
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て

発
生
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

中
毒
）

　

人
の
ふ
ん
便
中
の
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
が
河
川

を
経
て
海
に
運
ば
れ
、二
枚
貝
に
蓄
積
さ
れ
、

そ
れ
を
十
分
に
加
熱
し
な
い
で
食
べ
た
人
が

感
染
し
ま
す
。

③
ウ
イ
ル
ス
→
手
に
付
着
→
人
（
感
染
症
）

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
を
含
む
ふ
ん
便
や
お
う
吐

物
を
処
理
し
た
際
な
ど
に
、
手
に
つ
い
た
ウ

イ
ル
ス
や
不
適
切
な
処
理
で
残
っ
た
ウ
イ
ル

ス
が
口
か
ら
取
り
込
ま
れ
人
に
感
染
し
ま
す
。

◎
症
状

　

潜
伏
期
間
は
二
十
四
時
間
～
四
十
八
時
間

で
、
主
症
状
は
吐
き
気
、
お
う
吐
、
下
痢
、

発
熱
等
で
す
。
通
常
、
三
日
間
以
内
に
回
復

し
ま
す
が
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の
ふ
ん
便
中
へ

の
排
出
は
、
感
染
し
て
か
ら
一
週
間
程
度
続

き
ま
す
。

◎
消
毒
方
法

①
他
の
微
生
物
に
比
べ
る
と
熱
に
強
く
、
十

分
な
加
熱
殺
菌
が
必
要
で
す
。

②
ア
ル
コ
ー
ル
の
消
毒
効
果
は
十
分
で
な

く
、
塩
素
系
漂
白
剤
の
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ

ウ
ム
は
効
果
が
あ
り
ま
す
。

●
患
者
の
七
割
は
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
は
事
件

数
、
患
者
数
と
も
に
ワ
ー
ス
ト
１
で
あ
り
、

最
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
病
因
物
質

と
い
え
ま
す
。

　

平
成
二
十
四
年
の
都
内
の
食
中
毒
の
う
ち

●
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の
基
礎
知
識

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
は
毎
年
、
多
く
の
患
者
が

発
生
す
る
病
因
物
質
で
す
。
そ
の
予
防
対
策

に
は
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
関
す
る
正
し
い
知
識

が
必
要
で
す
。

　

も
う
一
度
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
つ
い
て
確

認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

◎
特
徴

　

幅
広
い
年
齢
層
に
お
い
て
、
食
中
毒
や
感

染
症
の
原
因
に
な
る
ウ
イ
ル
ス
で
特
に
、
冬

季
に
多
発
し
ま
す
。
百
個
以
下
の
少
量
で
人

に
感
染
し
、
人
の
腸
管
内
で
ウ
イ
ル
ス
が
増

え
ま
す
。
患
者
の
ふ
ん
便
や
お
う
吐
物
に
は

一
グ
ラ
ム
あ
た
り
百
万
か
ら
十
億
個
も
の
大

量
の
ウ
イ
ル
ス
が
含
ま
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
現
在
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
効
果
の
あ

る
抗
ウ
イ
ル
ス
剤
は
あ
り
ま
せ
ん
。
体
力
の

弱
い
乳
幼
児
、
高
齢
者
は
脱
水
症
状
に
な
り

や
す
い
の
で
、
水
分
と
栄
養
の
補
給
が
必
要

で
す
。
脱
水
症
状
が
ひ
ど
い
場
合
に
は
病
院

で
輸
液
を
行
う
な
ど
の
治
療
が
必
要
に
な
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

◎
主
な
感
染
経
路

①
ウ
イ
ル
ス
→
食
品
→
人
（
食
中
毒
）

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
人
が
十
分
に

手
を
洗
わ
ず
に
調
理
し
て
ウ
イ
ル
ス
に
食
品

が
汚
染
さ
れ
、
そ
の
食
品
を
食
べ
た
人
が
感

染
し
ま
す
。

②
ウ
イ
ル
ス
→
河
川
→
二
枚
貝
の
生
食
（
食

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
ご
注
意
を

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
検
索
事
業
を

実
施
し
ま
す

＝
食
品
衛
生
自
治
指
導
員
の
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
＝

採便スティック 採便容器

図 1 平成 24 年に都内で発生した病因物質別食中毒患者数

図 3 平成 24 年に都内で発生した月別ノロウイルス食中毒件数

図 2 平成 24 年に都内で発生したノロウイルス食中毒　
　  　事件の発生要因（推定を含む）
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合
は
、
期
限
満
了
日
の
約
一
ヶ
月
前
に
保

健
所
で
許
可
の
更
新
手
続
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

　

既
に
営
業
許
可
を
お
持
ち
の
方
か
ら

　

保
健
所
に
よ
く
あ
る
御
質
問

▼
営
業
許
可
を
受
け
た
と
き
に
は
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
を
新
た
に
始
め
た
い
方
か

ら【例
え
ば
】

　
　

飲
食
店
（
カ
レ
ー
屋
）
で
カ
レ
ー
パ

　
　

ン
を
作
っ
て
売
り
出
し
た
い
の
で
す

が
？

　
　

既
に
許
可
を
受
け
て
い
る
飲
食
店
営

　
　

業
の
メ
ニ
ュ
ー
の
一
環
と
し
て
、
カ

レ
ー
パ
ン
を
提
供
す
る
場
合
は
、
特
別
な

手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。 

　

他
の
施
設
に
卸
し
た
り
、
テ
イ
ク
ア
ウ

ト
を
行
う
た
め
に
は
、
飲
食
店
営
業
と
は

す
。 

　

た
だ
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
承
継
が
認

め
ら
れ
ま
す
の
で
、
保
健
所
に
御
相
談
く

だ
さ
い
。

▼
営
業
許
可
を
受
け
た
施
設
と
別
の
施
設

で
食
品
を
取
り
扱
い
た
い
方
か
ら

【
例
え
ば
】

　
　

自
分
が
営
業
す
る
飲
食
店
（
ラ
ー
メ

　
　

ン
屋
）
で
提
供
す
る
餃
子
を
別
の
施

設
で
作
り
た
い
の
で
す
が
？

　
　

営
業
許
可
は
営
業
者
が
同
一
で
あ
っ

　
　

て
も
、
施
設
ご
と
に
受
け
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
で
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
行
う
か
に
よ
り
、
営
業
許
可
が
必
要
か

ど
う
か
は
異
な
り
ま
す
。

▼
店
を
閉
め
る
こ
と
に
な
っ
た
方
か
ら

【
例
え
ば
】

　
　

店
を
閉
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す

　
　

が
？

　
　

店
を
閉
め
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、　

　
　

保
健
所
に
廃
業
届
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。 

　

廃
業
届
に
は
、
営
業
許
可
書
を
添
付
し

て
く
だ
さ
い
。

　

い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
も
必
ず
施
設
の
所
在

地
を
所
管
す
る
保
健
所
に
御
相
談
く
だ
さ

い
。

　

新
し
く
な
っ
た
「
巡
回
活
動
記
録
簿
」

の
記
載
方
法
に
つ
い
て
は
、
前
号
（
第

２
３
１
号
）
で
説
明
を
致
し
ま
し
た
。
今

回
は
巡
回
活
動
記
録
簿
の
点
検
表
確
認
項

目
（
五
項
目
）
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

◉
五
つ
の
点
検
表
確
認
項
目

　

①
冷
蔵
庫
の
温
度

　

②
手
指
の
洗
浄
殺
菌

　

③
仕
入
時
の
検
品

　

④
従
事
者
の
健
康

　

⑤
表
示
の
確
認

　

冷
蔵
庫
の
温
度

　

冷
蔵
庫
の
温
度
を
記
入
す
る
項
目
に

　

な
っ
て
い
ま
す
。

　

記
入
欄
が
二
ヶ
所
あ
り
、
事
業
所
に
よ

り
、「
始
業
時
と
終
業
時
」、あ
る
い
は
「
冷

蔵
庫
と
冷
凍
庫
の
温
度
」
と
い
う
よ
う
に

活
用
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
毎
日

同
じ
時
間
に
計
測
さ
れ
て
い
る
か
を
含
め

て
判
定
を
行
な
っ
て
下
さ
い
。

　

食
べ
物
の
中
の
細
菌
が
繁
殖
す
る
の

は
、
五
～
六
十
℃
の
間
で
す
。

　

巡
回
指
導
時
に
は
冷
蔵
庫
が
十
℃
以
下

に
、
冷
凍
庫
は
マ
イ
ナ
ス
十
五
℃
以
下
に

設
定
さ
れ
て
い
る
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

手
指
の
洗
浄
殺
菌

　

手
指
の
洗
浄
殺
菌
が
出
来
て
い
る
か
否

　

か
を
記
入
す
る
項
目
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

手
指
に
は
、
食
中
毒
を
起
こ
す
微
生
物

が
付
着
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

手
洗
い
や
消
毒
が
正
し
く
行
わ
れ
な

か
っ
た
た
め
に
、
食
中
毒
を
発
生
さ
せ
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

巡
回
指
導
時
に
は
、「
二
度
洗
い
」
等

手
洗
い
方
法
の
確
認
も
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

仕
入
時
の
検
品

　

原
材
料
等
の
仕
入
時
の
検
品
を
チ
ェ
ッ

　

ク
す
る
項
目
で
す
。

　

食
材
等
の
検
品
時
に
は
次
の
項
目
を
納

入
業
者
立
ち
会
い
の
も
と
、
チ
ェ
ッ
ク
を

行
う
と
良
い
で
し
ょ
う
。

　

①
伝
票
の
確
認
②
外
観
（
品
質
・
鮮
度
・

異
物
の
混
入
な
ど
）
の
確
認
③
数
量
の
確

認
④
賞
味
期
限
の
確
認
⑤
品
物
の
温
度
確

認
　

巡
回
指
導
時
に
は
、
検
品
項
目
を
尋
ね

て
、
よ
り
実
効
的
な
検
品
を
促
す
こ
と
も

よ
い
で
し
ょ
う
。

　

従
事
者
の
健
康

　

従
事
者
の
健
康
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る

　

項
目
で
す
。

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
食
中
毒
は
、
従
事
者
が

原
因
と
さ
れ
る
事
例
が
多
い
こ
と
か
ら
、

従
事
者
に
対
し
て
健
康
診
断
、
検
便
、
始

業
時
の
健
康
状
態
（
特
に
下
痢
、
腹
痛
、

発
熱
、
お
う
吐
の
有
無
）
な
ど
に
つ
い
て

確
認
を
行
っ
て
い
る
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て

く
だ
さ
い
。

　

表
示
の
確
認

　

使
用
、
製
造
、
販
売
す
る
食
品
の
賞
味

　

期
限
等
の
確
認
を
行
う
項
目
で
す
。

　

巡
回
指
導
時
に
は
、
期
限
表
示
の
確
認
、

原
材
料
の
期
限
内
使
用
、
先
入
れ
先
出
し

に
よ
る
在
庫
管
理
、
さ
ら
に
食
品
製
造
者

に
対
し
て
は
科
学
的
・
合
理
的
な
根
拠
に

よ
る
期
限
設
定
、
適
正
な
原
材
料
表
示
な

ど
、
食
品
表
示
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
確

認
を
行
っ
て
下
さ
い
。

　

以
上
、
簡
単
に
点
検
表
確
認
項
目
に
つ

い
て
説
明
し
ま
し
た
が
、
点
検
表
の
記
載

状
況
を
確
認
し
て
頂
い
た
上
で
、
特
に
優

れ
て
い
る
項
目
が
あ
れ
ば
「
点
検
表
確
認

項
目
」
の
①
～
⑤
の
当
て
は
ま
る
項
目
に

○
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

別
の
種
類
の
菓
子
製
造
業
の
営
業
許
可
が

必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
　

焼
肉
屋
の
自
家
製
ダ
レ
が
好
評
な
の

　
　

で
、
た
く
さ
ん
作
っ
て
販
売
し
た
い

の
で
す
が
？ 

　
　

焼
肉
屋
を
始
め
る
際
に
は
、
飲
食
店

　
　

営
業
の
営
業
許
可
を
受
け
ま
す
が
、

自
家
製
ダ
レ
を
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
で
販
売
し

た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
他
の
施
設
で

販
売
し
た
り
す
る
場
合
は
、
別
の
種
類
の

営
業
許
可
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

▼
施
設
や
設
備
を
増
や
し
た
り
、
交
換
し

た
い
方
か
ら

【
例
え
ば
】

　
　

ス
ー
パ
ー
店
内
の
一
角
で
今
川
焼
を

　
　

焼
い
て
売
り
た
い
の
で
す
が
？

　
　

営
業
許
可
を
受
け
て
い
る
施
設
内
で

　
　

あ
っ
て
も
、
新
た
な
施
設
を
設
け
た

り
、
新
し
い
こ
と
を
始
め
た
り
す
る
場
合

は
、
受
け
て
い
る
営
業
許
可
と
は
別
の
種

類
の
営
業
許
可
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

▼
営
業
者
を
変
え
た
い
方
か
ら

【
例
え
ば
】

　
　

店
を
子
供
に
譲
り
た
い
の
で
す　

　
　

が
？ 

　
　

原
則
と
し
て
、
お
子
さ
ん
が
新
た
に

　
　

営
業
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま

インターネット・サイトを開設しました

食品営業はじめてナビ

　

既
に
営
業
許
可
を
お
持
ち
の
方
に

　

知
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
ポ
イ
ン
ト

◉
安
全
な
食
品
を
提
供
す
る
た
め
に
は
、

日
々
の
衛
生
管
理
が
何
よ
り
も
大
切
で
す
。

◉
次
の
場
合
に
は
、
新
た
に
営
業
許
可
を

受
け
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
事
前
に
保
健
所
に

御
相
談
く
だ
さ
い
。

①
増
改
築
を
行
う
場
合
（
設
備
や
レ
イ
ア

ウ
ト
の
変
更
を
含
む
。） 

②
営
業
所
を
移
転
す
る
場
合 

③
営
業
者
が
変
わ
る
場
合
（
法
人
形
態
が

変
わ
る
場
合
） 

◉
営
業
者
の
住
所
、
店
舗
の
名
前
な
ど
を

変
更
し
た
場
合
は
、
十
日
以
内
に
、
保
健

所
への
変
更
の
届
出
が
必
要
で
す
。

◉
営
業
許
可
に
は
許
可
期
限
が
あ
り
ま

す
。
期
限
後
も
引
き
続
き
営
業
さ
れ
る
場

　

最
近
、
こ
れ
ま
で
食
品
営
業
に
関
わ
り
の
な
か
っ
た
方
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

な
ど
を
通
じ
て
手
軽
に
食
品
の
製
造
、
販
売
を
行
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
食
品
に
関
す
る
営
業
を
行
う
際
に
は
営
業
許
可
が
必
要
に
な
る
場

合
が
あ
る
こ
と
を
お
伝
え
し
、
意
図
せ
ず
無
許
可
営
業
が
行
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と

が
な
い
よ
う
、
こ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
作
成
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
食
品
営
業
を
こ
れ
か
ら
は
じ
め
る
方
だ
け

で
な
く
、
既
に
営
業
許
可
を
受
け
て
い
る
方
に
対
し
て
も
、
営
業
許
可
に
つ
い
て
、

知
っ
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
ポ
イ
ン
ト
や
保
健
所
に
よ
く
あ
る
御
質
問
を
紹
介

し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
一
度
、
御
確
認
く
だ
さ
い
。

A

AA A

AA

Q

Q

Q

QQ

Q

  http://www.fukushihoken.metro.  
tokyo.jp/shokuhin/eigyounavi/

新「
巡
回
活
動
記
録
簿
」の
活
用
を

５
つ
の「
点
検
表
確
認
項
目
」を
チ
ェ
ッ
ク

巡回活動記録簿の記入例

東京都食中毒発生状況　速報

平成 25 年 8 月 31 日現在

②原因施設別発生件数①病因物質別発生件数

期間 1/1 〜 8/31
原因施設 件数 患者数

飲食店
営　業

一般 23 321
すし 7 206
仕出し 2 67
屋形船 1 18

集団給食（要許可） 1 52
集団給食（届　出） 1 53
魚介類販売業 3 3
その他 4 34
不明 1 2
合計 43 756

期間 1/1 〜 8/31
病因物質 件数 患者数

ウイルス
ノロウイルス 16 415
サポウイルス 2 39

細菌

カンピロバクター 11 88
腸炎ビブリオ 1 4
ウエルシュ菌 2 126
腸管出血性大腸菌 2 20
エルシニア・
エンテロコリチカ 1 52

サルモネラ及び
カンピロバクター 1 2

寄生虫 アニサキス 5 5
自然毒 植物性自然毒 2 5

合計 43 756


